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令和７年度広島県食品衛生監視指導計画の概要（案） 
 

◇ 食品衛生法及び「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」に基づき、令和７年度に実施す 

る食品衛生の監視指導に係る実施計画を定めるものです。 

◇ 保健所等は、食中毒が発生した場合に大規模となるおそれの高い施設に対し、重点的、効果的

な立入検査を行うとともに、食品による危害発生を未然に防ぐため計画的な食品等の試験検査を

行います。 

◇ 食品衛生監視指導時にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況を確認するとともに、講習会等

により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着を図ります。 

 

適用範囲：広島県（保健所設置市である広島市、呉市、福山市を除く。） 

実施期間：令和７年４月１日～令和８年３月 31日 

 

● 国及び他の都道府県市との連携 

◇ 食中毒事案や違反食品事案の発生時には、必要に応じて関係自治体、厚生労働省及び消費者庁

等の関係機関と連携して迅速に対応します。また、広域連携協議会により平常時から関係機関と

連携を図るとともに、複数の都道府県等が関係する食中毒事案発生時には適切に情報共有し、連

携して被害の拡大防止を図ります。 
 
 

● 関係部局、保健所設置市等と連携した食品の安全対策を推進 

◇ 食品安全対策行政連絡会議等を開催し、生産から消費に至る食品の安全確保対策を推進します。 

◇ 食品表示対策連絡会等において関係機関の連携を図るとともに、食品表示対策チームを編成し

通報に基づく疑義案件に対し、関係機関合同で立入調査を行います。 
 
 
● 重点的・効果的な施設の監視指導を実施 

◇ 原材料・製品のリスク等を考慮し施設毎に立入目標回数を設定します。 

年間立入目標延べ件数 １３，０００件 

◇ 時期、立入対象施設、監視項目を定め一斉監視を実施します。 

夏期食品一斉監視（７月～８月） 年末食品一斉監視（12月１日～31日） 

夏の食中毒予防期間（６月～９月） ノロウイルス食中毒予防期間（11月～１月） 

食品衛生機動班による重点監視（年 12回程度） 食品表示適正化推進月間一斉監視（12月） 

 ◇ 本県の特産である「生かき」の取扱施設、食肉等の取扱施設、集団給食施設、広域流通食品製

造施設及びふぐ処理施設等に対し重点的に監視指導を行います。 
 
 
● 食品等の試験検査を実施 

◇ 食品等による事故防止及び違反食品排除のため、効果的な試験検査を実施します。 

◇ 県内に流通する輸入食品の試験検査を実施します。 

年間試験検査目標件数 ３，４００検体（うち輸入食品２４０検体） 

 

● 情報の集約・危機問題の察知 

◇ 食品等事業者による健康被害情報及び自主回収等の報告の徹底を図り、早期の危害把握に努め

ます。 

◇ 指定成分等を含む食品等による健康被害の発生時には、関係者と連携して対応し、厚生労働大

臣への報告を行います。 
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● 食品等事業者自らが実施する衛生管理を推進 

◇ 食品の安全性を確保するための中心的役割を担う食品衛生責任者並びに食品衛生管理者及び

適正表示推進の核となる食品の適正表示推進者の育成を図ります。 

◇ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理基準に合致した施設を認証する食品自主衛生管理

認証制度を推進します。また、監視指導時や講習会等においてＨＡＣＣＰに沿った衛生管理のさ

らなる定着を推進します。 

 ◇ 食品製造業者及び加工業者に対して、消費者の問合せに応じる担当者及び連絡先の明確化を徹

底するとともに、健康被害に繋がるおそれがある事案が発生した場合の保健所への報告等を定め

た緊急時の対応マニュアルの作成を指導します。 

 ◇ 器具又は容器包装に係る食品等事業者が、一般的衛生管理及び法に基づく製造管理基準に沿っ

た衛生管理を適切に実施できるよう、意識向上を図ります。 
 

● 食品の安全に関する情報提供と意見交換の推進 

 ◇ 食品安全推進協議会等の開催を通じて消費者、事業者、生産者等の意見交換と相互理解を進め

るとともに、食品の安全に関する事項について積極的に情報提供します。 
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Ⅰ 基本方針 

広島市では、市民が安心して食を楽しむことができるまちづくりを目指して、「監視指導体制の整

備と連携の確保」、「効果的・効率的な監視指導の実施」、「自主衛生管理の促進」、「リスクコミュニケ

ーション※の推進」、「担当職員の資質の向上」の５つの基本方針に基づいて、食の安全・安心を確保

するための取組を行っています。 

１ 計画の趣旨 

この計画は、食品衛生法※の規定に基づき、食品等の生産、製造、流通等の状況や食中毒、違反

食品などの食品衛生上の危害の発生状況を考慮して定めたものです。この計画に基づいた取組を行

うことで、市民の食の安全･安心の確保を図ります。 

２ 実施期間 

令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

３ 令和７年度の主な取組 

⑴ 食中毒予防対策 

感染力が非常に強いノロウイルスと発生件数が多いカンピロバクターによる食中毒を予防する

ため、市内の食品等事業者に対して食中毒予防に関する講習会を開催するとともに、施設の立入

検査時に食中毒予防に関するリーフレットを配付し、従事者の健康管理、食肉の十分な加熱など

を指導します。 

⑵ ＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理 

  食品等事業者にＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理の定着を図るため、施設への助言・指導、講習

会の開催を行うとともに、ＨＡＣＣＰ※の導入状況を確認します。 

⑶ 食の安全･安心に関する情報の発信 

広島市ホームページ、広報番組などを利用して、市民や食品等事業者へ食の安全・安心に関す

る様々な情報を発信します。 

 

Ⅱ 監視指導体制の整備と連携の確保 

効果的・効率的な監視指導を行うため、監視指導体制を整備するとともに、市役所内の連携と厚生

労働省、消費者庁などとの連携を確保します。 
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１ 監視指導体制 

   以下の実施体制を整備するとともに、食品衛生監視員※などの人員を確保します。 

また、休日も担当職員を配置して緊急対応に備えるとともに、緊急時における迅速な連絡体制や

調査体制を整備します。 

機関名 主な業務 

保
健
所 

食品保健課 食品衛生施策の企画立案・調整、関係団体との連絡調整、食中毒発生状

況の情報収集・整理・分析、広島市食品安全情報センターの運営、食の

安全・安心の確保に関する情報発信など 

食品指導課 食品衛生に関する監視指導、食品衛生関係施設（飲食店・販売店、食品

製造施設、病院や診療所等の給食施設、かきを処理する施設、広島市中

央卸売市場など）の許可、自主衛生管理の促進、食中毒・違反食品等に

関する調査・原因究明・再発防止指導など 

環境衛生課 井戸水などの飲用水の衛生対策、病院や診療所の給食施設の監視指導、

食品等の試験検査の信頼性確保のための内部点検など 

食肉衛生検査所 と畜場の設置許可、自主衛生管理の促進、牛・豚などのと畜検査 

衛生研究所 食品等の試験検査（微生物、食品添加物、残留農薬※など）、調査研究 

２ 試験検査体制の整備 

食品等の試験検査を行う食肉衛生検査所と衛生研究所は、業務管理基準※に基づき、定期的な内

部点検の実施や外部精度管理調査の受検により、試験検査の信頼性の確保に努めます。 

また、新しい検査法にも対応できるよう、必要な検査機器を整備するとともに、検査担当者の研

修を行い、検査技術の向上を図ります。 

３ 市役所内の連携 

市民局消費生活センターを始めとする１９の関係課で構成する「食の安全・安心ネットワーク」

を設置し、食の安全・安心に関する情報を共有します。 

また、保育所や小中学校の給食施設において食中毒が発生した場合などは、施設を所管する関係

課と連携して迅速・的確に対応します。 
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４ 厚生労働省、消費者庁、都道府県等、関係機関との連携 

複数の都道府県等が関係する広域的な食中毒の調査や広域流通食品等と輸入食品の効果的･効率

的な監視指導を実施するため、厚生労働省、消費者庁、都道府県等、関係機関との連携を確保しま

す。 

連携先 主な内容 

厚生労働省 

（健康・生活衛生局、中国四国

厚生局、検疫所） 

・広域連携協議会その他会議での意見交換や情報共有 

・大規模食中毒の発生時の情報共有 

・米向け・ＥＵ向け輸出水産食品加工施設の監視指導 

・広域流通食品等と輸入食品の監視指導 など 

消費者庁 ・広域流通食品等に関する違反情報の共有 など 

都道府県等 

・広域連携協議会その他会議での意見交換や情報共有 

・食中毒関連調査 

・広域流通食品等と輸入食品の監視指導 など 

 
広島県内 

（広島県、福山市、呉市） 

・一斉監視（広島県食中毒予防期間、広島県食品表示適正化

推進月間） 

関係機関 

（農林水産省中国四国農政局、

広島県農林水産局など） 

・食品表示に関する違反情報の共有 など 

 

Ⅲ 効果的・効率的な監視指導の実施 

食品等事業者が安全な食品等を供給しているか否かを確認するため、食品衛生法※、と畜場法※、

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律※に基づき、市内の食品等事業者と市内に流通する

食品等に対する効果的・効率的な監視指導を行います。 

また、食品表示法※に基づき、消費期限、アレルゲン※などの食品表示についても、監視指導を行

います。 

 １ 監視指導項目 

食品の種類、食中毒の発生状況、施設の規模などを考慮して定めた「共通監視指導項目」と食品

の特性に着目して定めた「食品群ごとの監視指導項目」に沿った監視指導を行います。 

⑴ 共通監視指導項目 

区分 監視指導項目 

衛生管理計画 

の作成等及び遵守 

共
通 

【一般衛生管理】 

・食品衛生責任者※等の選任 

・施設の衛生管理 

・設備等の衛生管理 

・使用水等の管理 

・ねずみ及び昆虫対策 

・廃棄物及び排水の取扱い 

・食品又は添加物を取り扱う者の

衛生管理 

・検食の実施 等 

規
模
や
業
種
等
に
応
じ
て 

【ＨＡＣＣＰ※に基づく衛生管理】 

・危害要因の分析 

・重要管理点の決定 

・管理基準の設定 

・モニタリング方法の設定 

・改善措置の設定 

・検証方法の設定 

・記録の作成 

【ＨＡＣＣＰ※の考え方を取り入れた衛生管理】 

・厚生労働省が内容を確認した手引書に則った衛生管理 
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⑵ 食品群ごとの監視指導項目 

区分 監視指導項目 

食肉 

食肉製品 

・と畜場における衛生的な取扱い 

・食鳥処理場、食肉処理施設における衛生的な取扱い 

・飲食店などにおける加熱調理の徹底や原材料からの二次汚染の防止 

・生食用食肉の規格基準の遵守 

・野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）の遵守 

・いわゆる低温調理肉の調理施設における十分な加熱調理 

・販売施設における温度管理と衛生的な取扱い 

乳・乳製品 ・販売施設における温度管理と衛生的な取扱い 

魚介類 

魚介類加工品 

（生かきを除く） 

・ふぐの処理・販売における適正な取扱い 

・販売施設や飲食店における温度管理と衛生的な取扱い 

生かき 

・かきを処理する施設における衛生的な取扱いと用途区分(「生食用」又は

「加熱調理用」)や採取水域の適正表示 

・飲食店などにおける温度管理と用途区分に応じた提供、販売 

弁当 

そうざい 

・施設、器具などの清掃、洗浄消毒などによる衛生的な管理 

・食品の十分な加熱調理、二次汚染の防止、低温保持、洗浄殺菌の徹底など 

・従事者の健康管理、手洗いの徹底、服装や身だしなみの清潔保持など 

・アレルゲンの適正表示（小麦、乳、卵など） 

菓子 

・衛生管理の徹底による微生物の制御 

・賞味（消費）期限などの設定方法及び適正表示 

・原材料・製品などの適正な管理 

・アレルゲンの適正表示（小麦、乳、卵など） 

野菜、果実、穀類、

豆類、種実類、茶類 

及びこれらの加工品 

・中央卸売市場における衛生的な取扱い 

・飲食店などにおける生食用野菜・果実の保存温度と衛生的な取扱い 

・漬物製造施設における原材料の殺菌や製造時の温度管理、衛生的な取扱い 

特定保健用食品 

機能性表示食品 

・製造施設における衛生的な取扱い 

・健康被害に係る情報を探知した際の迅速な連絡体制の構築 

２ 施設の立入検査 

市内の食品等事業者の施設に対して、食品衛生監視員※が定期的に立入検査を行い、必要に応じ

て関係者から報告を求めます。 

分類 回数/年 
対象施設 

調理・製造・加工施設 流通・販売施設 

Ａ ２回以上 

・弁当調理施設のうち１回３００食以上又は１日

７５０食以上を提供する施設（大量調理施設） 

・全国的に流通する食品を大量製造する施設 

・大規模宿泊施設 

・かきを処理する施設 

・広島市中央卸売市場

内施設 

・デパート、ショッピン

グモールなどの大規

模小売店 

Ｂ １回以上 

・ハイリスク食品提供施設※ 

・前年度食中毒事件発生施設 

・中規模宿泊施設 

・規格基準のある食品を大量製造する施設 

・大規模食肉処理施設 

・団体利用施設 

・特定保健用食品、機能性表示食品製造施設 

・スーパーマーケット

などの中規模小売店 

Ｃ 
１/６回 

以上 
・上記以外の要許可施設等 

・個人商店、コンビニエ

ンスストアなどの小

規模小売店 

目標件数 １４，５００件 
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  ○ 平成３０年６月の食品衛生法改正により、令和３年６月から許可・届出業種が再編されまし

た。目標件数は、再編前と再編後の両方の許可・届出業種を基に算定しています。 

３ 食品等の試験検査 

市内に流通する食品等の試験検査を行い、安全性を確認するとともに、検査結果を分析して、衛

生指導に活用します。 

○ 令和３年６月１日付けで衛生規範は廃止されましたが、引き続き参考として衛生指導に活用し

ます。 

４ 違反発見時の対応 

施設の立入検査や食品等の試験検査により、食品等の規格又は基準※の違反、食品表示基準※の

違反などを発見した場合は、違反の内容に応じて、当該食品等の廃棄、回収等の流通防止措置を速

やかに講じるとともに、必要な再発防止措置を講じます。 

また、広域流通食品等や輸入食品に関する違反については、厚生労働省、消費者庁、都道府県等

と連携して対応し、違反の内容が他法令にも関する場合は、関係機関と連携して対応します。 

５ 食中毒予防対策 

⑴ ノロウイルス食中毒予防対策 

ノロウイルス食中毒は、冬期を中心に発生する傾向がありますが、年間を通して発生していま

す。 

近年、感染者が食品の調理に従事したことが原因と考えられる食中毒が多発していることか

ら、食品等事業者に対して、流行期前にノロウイルス食中毒予防講習会を開催するとともに、年

間を通して従事者の健康管理、手洗いの徹底、施設の清掃・消毒などを指導します。 

⑵ カンピロバクター食中毒予防対策 

カンピロバクター食中毒は、年間を通して発生しており、少ない菌数の摂取でも発症すること

が知られています。 

生や加熱不十分な食肉、食肉に触れた手や器具で汚染された食品などが主な原因であることか

ら、年間を通して食肉の十分な加熱、食肉に触れた手や器具の洗浄・消毒などを指導します。 

⑶ アニサキス食中毒予防対策 

区分 検査項目 主な対象食品 

食中毒予防対策 

食中毒起因菌など 食肉、鮮魚介類、野生鳥獣肉、鶏卵など 

旧衛生規範、成分規格 
弁当、そうざい、洋生菓子、生めん類、乳製品、

食肉製品、冷凍食品、生かきなど 

食品安全対策 

食品添加物、成分規格など 
加工食品、輸入かんきつ類、食肉製品、乳、清

涼飲料水、容器包装など 

アレルギー物質、遺伝子組

換え※食品、環境汚染物質※ 
加工食品、穀物加工品、鮮魚介類など 

塩分濃度、ｐＨなど 生かき、漬物、清涼飲料水など 

農薬安全対策 残留農薬※ 野菜、果物など 

畜水産食品対策 残留動物用医薬品※など 
鶏卵、養殖魚など 

食肉（牛、豚）【食肉衛生検査所実施】 

輸入食品対策 食品添加物、成分規格など 輸入食品（菓子、野菜果物など） 

貝毒対策 貝毒※ アサリ、かき 

食肉衛生対策 

【食肉衛生検査所実施】 
細菌 食肉（牛、豚など） 

目標検査件数 １，２４０検体 
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  近年、冷蔵・輸送技術の進歩に伴い、鮮魚の生食によるアニサキス食中毒が増加しています。

アニサキス食中毒は、アニサキスの幼虫がサバ、アジ等に寄生し、人が喫食することで生じる食

中毒です。食品等事業者や消費者に対して、注意喚起と十分な冷凍や目視確認による除去等の予

防策を指導します。 

⑷ 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）開催における食品事故の発生防止対策 

  令和７年８月に開催される全国高等学校総合体育大会における食中毒等の食品事故の発生を防

止するため、宿泊施設や弁当調整施設などの食品関係施設に対し、食品の検査や立入指導を行い

ます。 

⑸ 機能性表示食品及び特定保健用食品（以下「機能性表示食品等」という。）に係る健康被害情

報の提供 

いわゆる「健康食品」の１つである機能性表示食品による健康被害が発生したことを踏まえ、

いわゆる「健康食品」（原料を含む。）の製造施設において、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を行っ

ていることを確認するとともに、特に健康被害に係る情報を探知した際の迅速な連絡体制を構築

していることを確認し、不備な点があれば適切に指導・助言します。 

⑹ その他食中毒予防対策 

腸管出血性大腸菌、ふぐ毒、アサリやかきを原因とする貝毒※などによる食中毒については、

それぞれの特性を踏まえた予防対策を指導します。 

６ 市内に流通する食品の拠点における食の安全確保 

⑴ 広島市中央卸売市場 

せり売り場、仲卸店舗などに対する早朝監視を定期的に行い、ふぐなどの有毒魚介類の排除、

適正な食品表示や温度管理の確認のほか、農水産物の残留農薬※検査などを行います。 

⑵ 広島市食肉市場 

広島市と畜場に搬入される獣畜（牛、豚など）は、広島市食肉衛生検査所のと畜検査員が、１

頭ずつ検査し、食用に適さない食肉の流通を防止します。また、適切な解体処理が行われるよ

う、ＨＡＣＣＰ※に基づいたと畜場の自主衛生管理を促進します。 

７ 一斉監視 

⑴ 夏期食品一斉監視（７～８月） 

夏期における食中毒を防止するため、厚生労働省や消費者庁が示す方針を考慮して、監視指導

を重点的に行います。 

⑵ 年末食品一斉監視（１２月） 

食品の流通量が増加する年末と食中毒患者が最も発生する冬期における食中毒を防止するた

め、厚生労働省や消費者庁が示す方針を考慮して、監視指導を重点的に行います。 

⑶ 大規模イベントなどの衛生指導 

イベントなどでは、事前に取扱品目を確認し、衛生指導を行うとともに、フラワーフェスティ

バルなどの大規模イベントでは、開催期間中に巡回指導を行います。 

８ 危機発生時の対応 

⑴ 食中毒発生時の対応 

食中毒の発生を探知した場合や都道府県等から食中毒関連調査の依頼があった場合は、「広島

市食中毒対策実施要領」に基づき、速やかに患者の喫食状況・行動状況などの調査、施設の立入
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調査、食品等の試験検査を行い、その食中毒の原因を究明します。原因施設を特定した場合は、

営業禁止などの被害拡大防止措置を速やかに講じるとともに、必要な再発防止措置を講じます。 

また、食品衛生上の危害の拡大を防止するため、報道機関への情報提供や広島市ホームページ

での発生状況の公表を行います。 

なお、大規模な食中毒（患者数が５００人を超える場合又は超える可能性がある場合をいいま

す。）の発生時には、必要に応じて広島市危機管理計画に基づいた「大規模な食中毒に対する危

機管理マニュアル」に基づき対応します。 

  ⑵ いわゆる「健康食品」による健康被害発生時の対応 

指定成分等※を含む食品、機能性表示食品及び特定保健用食品などを含む、いわゆる「健康食

品」による健康被害の情報があった場合は、必要に応じて医師、歯科医師、薬剤師その他の関係

者と連携し、厚生労働大臣への報告を行います。 

⑶ 苦情への対応 

異味、異臭、異物の混入などの苦情に関する市民からの申出や食品等事業者からの報告を受け

た場合は、必要に応じて速やかに事実確認を行い、その苦情の原因を究明し、改善指導を行いま

す。 

⑷ 災害時の対応 

「広島市地域防災計画」に基づき、風水害、震災、都市災害などが発生した場合には、衛生状

態の悪化などにより発生する危害を防止するため、災害発生地域内の施設の監視指導、避難所の

巡回指導、市民への啓発を行います。 

 ９ ＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理 

令和３年６月１日から原則、全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理が義務化され

ました。 

これにより、食品等事業者は、規模や業種等に応じて「ＨＡＣＣＰ※に基づく衛生管理」か「Ｈ

ＡＣＣＰ※の考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかの衛生管理を実施しなければなりません。 

区分 概要 

ＨＡＣＣＰ※に基づく衛生管理 

ＨＡＣＣＰ※の７原則を要件とした衛生管理を行う。 

【ＨＡＣＣＰ※の７原則】 

１ 危害要因分析 

２ 重要管理点の決定 

３ 管理基準の設定 

４ モニタリング方法の設定 

５ 改善方法の設定 

６ 検証方法の設定 

７ 記録の作成 

ＨＡＣＣＰ※の考え方を取り入

れた衛生管理 

厚生労働省が内容を確認した「手引書」に則って衛生管理を

行う。 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の義務化に伴い、次の取組を行います。 

  ⑴ 導入状況の確認 

    ＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理の導入状況の確認については、定期的な立入検査や営業許可の

更新等の機会を通じて、導入状況を確認します。 

⑵ 対象施設への指導・助言 

  ＨＡＣＣＰ※に関するリーフレットや「手引書」等を活用しながら、適切に実施するよう指

導、助言します。 
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⑶ ＨＡＣＣＰ※講習会の開催 

「手引書」等を活用しながら、ＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理に関する講習会を開催します。 

  

Ⅳ 自主衛生管理の促進 

食品の安全性を確保するためには、食品等事業者が消費者に食品等を供給する者として、第一義的

責任を有していることを認識し、自主的な衛生管理を行うことが重要です。 

このため、安全性の確保に関する知識・技術の習得、自主検査の実施、記録の作成・保存などの食

品等事業者として取り組むべき事項を実施するように指導するとともに、市内の食品等事業者の自主

的な衛生管理の向上のための取組を促進します。 

１ 食品等事業者の自主衛生管理の促進  

⑴ 食品衛生責任者※の設置 

食品衛生関係施設などは、製造、調理、販売等の衛生管理を行う食品衛生責任者※の設置が義

務付けられており、食品衛生責任者※を設置していることを確認します。 

⑵ 食品衛生責任者※に関する講習会の実施 

食品衛生責任者※を養成する講習会を開催するとともに、食品衛生関係施設の許認可の更新時

期などに合わせて、食中毒予防の新しい知識や近年の食品衛生の動向について、食品衛生責任者

※を対象とした講習会を開催します。 

⑶ 食品衛生功労者・優良施設の表彰 

食品衛生意識の向上を図り、業界の指導育成などに顕著な功績があった個人を食品衛生功労者

として、また、他の模範となる良好な衛生管理を行っている施設を優良施設として表彰します。 

２ 関係団体との連携 

⑴ 一般社団法人広島市食品衛生協会との連携 

ア 食品衛生指導員※への支援 

一般社団法人広島市食品衛生協会では、食品衛生指導員※がボランティアとして飲食店など

の巡回指導を行い、自主衛生管理の推進に努めています。 

広島市からは、講習会への講師派遣や食品衛生に関する情報を提供することにより食品衛生

指導員※の活動を支援します。 

イ 啓発事業の協力 

食品衛生の普及・啓発を目的とした、食中毒予防啓発パレードなどの事業を共催します。 

⑵ その他関係団体との連携 

関係団体に対して、食品衛生に関して注意すべき事項や食品衛生に関する最新の情報を提供

し、関係団体を通して各食品等事業者の衛生意識の向上や自主衛生管理の推進を図ります。 

 

Ⅴ リスクコミュニケーション※の推進（情報提供と意見交換） 

市民の視点に立った食品衛生行政を推進するため、広島市ホームページ、広報番組、リーフレット

などの様々な媒体を通して、食の安全・安心の確保に関する情報を発信します。 

また、リスク評価※やリスク管理※に関して市民や食品等事業者の理解を深めるために、講習会な

どを通して、意見交換します。 

１ 食の安全・安心に関する情報の発信 

⑴ 広島市食品安全情報センターによる情報発信 
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広島市食品安全情報センターでは、食品による健康被害を予防し、市民の食の安全・安心の確

保や食品等事業者の自主衛生管理を促進するため、様々な情報を収集分析しています。効果的に

食中毒予防対策を行うことができるよう、広島市ホームページ上の「食中毒に関する情報」やメ

ールマガジンにより、最新の情報を市民や食品等事業者に対して発信します。 

⑵ 食品衛生に関する知識の普及 

食中毒予防リーフレット配布や広報紙・広報番組による広報、食品衛生講習会・市政出前講座

などの講習会、小学校での「上手な手洗い授業」の実施などにより、最新の食中毒発生状況や食

中毒予防対策などの食品衛生に関する正しい知識の普及に努めます。 

⑶ 食品リコール（自主回収）※情報の提供 

    リコール（自主回収）※が行われている食品については、国のシステムで一元的に管理され、

公表されることから、広島市ホームページで厚生労働省等の該当ページを案内し、情報提供に努

めます。 

２ 市民や食品等事業者との意見の交換  

⑴ 意見交換会の開催 

市民や食品等事業者を対象とした講習会、食品等事業者や関係団体との会議などで、食中毒予

防対策や食の安全・安心に関する事項について意見交換を行い、相互理解を深めるとともに、今

後の取組に反映させます。 

⑵ 広島市生活衛生推進員活動の支援 

広島市では、食の安全・安心や住まいの生活衛生の向上を図るため、生活衛生推進員として約

１００名の市民ボランティアに自主的な活動を依頼しています。生活衛生推進員は、近隣の住民

へのアドバイスや生活衛生に関するイベントの開催などを行っています。広島市保健所では、推

進員活動の自主性を尊重しつつ、開催されるイベントや勉強会への職員の派遣などを通じて、積

極的に生活衛生推進員の活動を支援します。 

⑶ 食品衛生監視指導計画に関する市民からの意見募集 

計画の策定に当たり、計画案を広島市ホームページや広島市保健所で公表し、市民から意見を

募集するとともに、寄せられた意見を計画に反映させます。 

⑷ 食品衛生監視指導計画の実施結果などの公表 

計画の実施結果は、翌年度の６月末日までに広島市ホームページなどで公表します。 

 

Ⅵ 担当職員の資質の向上 

的確で適切な監視指導を行うため、職員研修や調査研究を積極的に実施し、職員の資質の向上を図

ります。また、市民の視点に立って、食品衛生に関する課題の本質を把握し、これを解決することが

でき、行動力のある職員を育成します。 

１ 日常の業務における研修 

監視指導の手法や専門知識、調査技術などの継承を目的とした職場内研修や大規模な食品製造施

設・広島市中央卸売市場などの特色のある施設での実地研修、新任者研修などの研修を行うことに

より、職員の資質の向上を図ります。 

また、特徴的な事例や職務上の課題などの他の職員に役立つ情報を含めた勉強会を定期的に開催

し、職員間で必要な情報を共有するとともに、知識･技術の向上を図ります。 

２ 研修会への参加 
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  食品に関する新たな危害や問題が発生するなど、これまでの経験や知識だけでは対応できない事

例も多いことから、外部講師による研修会を開催し、業務に必要な知識、技術の習得や危機管理能 

力の向上に努めます。 

また、厚生労働省や消費者庁が主催する研修会や、各種学会、専門教育機関へ職員を派遣するこ

とにより、最先端の知識・技術の習得に努めます。 

３ 食品衛生に関する調査研究 

食品の製造・加工技術の高度化、食品流通の広域化などに対応するため、常に情報を収集し、食

品衛生の諸課題に関する調査研究を行います。各調査研究で得られた成果は、研修会や学会などで

発表して情報の共有化を図るとともに、新たな知見に基づく、より効果的・効率的な監視指導、ま

たは検査業務の実施に活用します。 
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【用語説明】（本文中※のついた用語） 

あ行 

アレルゲン アレルギー体質を持っている人の場合、抗原の侵入に対して過敏

な反応をし、血圧低下、呼吸困難、又は意識障害等、様々なアレル

ギー症状が引き起こされます。このアレルギーの原因となる抗原を

アレルゲンといいます。 

食品表示法では、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発

生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らか

になった食品のうち、現在「えび、かに、くるみ、小麦、そば、

卵、乳、落花生（ピーナッツ）」の８品目を含む加工食品は、その旨

を表示するよう定められています。 

また、「アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシュー

ナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、

バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラ

チン」の２０品目の表示を奨励しています。（令和６年３月２８日現

在） 

遺伝子組換え 生物の細胞から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、植物などの

細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質をもたせることをいいます。

また、この技術を利用して作られた食品と食品添加物を遺伝子組換

え食品といいます。遺伝子組換え食品は安全性について審査され、

安全な食品と食品添加物のみ流通が認められています。 

これまで厚生労働省により安全性審査を経たものとしては、トウ

モロコシ、なたね、ジャガイモなどの農作物９作物（３３４品種）

と、キモシン、αアミラーゼなどの食品添加物２４種類（８３品

目）があります。（令和６年３月１８日現在）また、遺伝子組換え食

品には「遺伝子組換えである旨」や「遺伝子組換え不分別である

旨」の表示が義務付けられています。 

か行 

貝毒 二枚貝が持つ自然毒のことです。二枚貝はプランクトンを餌とし

ており、有毒プランクトンが発生するとこの毒を蓄積して毒化し、

食中毒の原因となることがあります。麻痺性貝毒、下痢性貝毒を検

査の対象としています。 

環境汚染物質 水銀やカドミウムなどの重金属、ＰＣＢなど、私たちの生活環境

の中に放出され、かなりの長い間存在し、生物に悪い影響を与える

可能性のある物質をいいます。 

業務管理基準 検査機関で実施される試験検査及びその結果の信頼性を確保する

ためのシステムを定め実施することで、英語表記では、ＧＬＰ

（Good Laboratory Practice）といいます。 
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検査部門に責任者を置き、施設・検査業務等の管理を行うととも

に、異なる部門に責任者を配置して、内部点検や外部精度管理等を

行います。 

さ行 

残留動物用医薬品 動物用として承認を受け、畜産動物や養殖魚の病気の予防、治療

に使用される薬剤が畜水産食品に残留したものです。定められた使

用方法を守らなければ、食品衛生法で定められた基準値を超えて残

留するおそれがあります。 

残留農薬 野菜や果物などの農作物に、病害虫や雑草の防除、植物病原菌か

らの保護および収穫効率を上げるなどの目的で使用される農薬のう

ち、栽培時や収穫後に使用した農薬が残留したものを残留農薬とい

います。 

指定成分等 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を要する

成分又は物のことをいいます。厚生労働大臣により、コレウス・フ

ォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコ

ホシュの４成分が指定されています。 

食鳥処理の事業の規制及び食

鳥検査に関する法律 
病気にかかった食鳥肉の排除、食中毒菌による食鳥肉汚染の防止

などの衛生上の危害の発生を防止することを目的とした法律です。 

食鳥処理場の許可や、食鳥検査の制度が設けられています。 

食品衛生監視員 食品衛生法に基づいて、食品衛生に関する監視指導、食品衛生関

係施設の許認可、衛生教育などを行う保健所職員のことをいいま

す。 

食品衛生指導員 飲食店などにおける自主衛生管理を推進するため、定められたカ

リキュラムを修了し、食品衛生協会から委嘱された方をいいます。 

食品衛生責任者 施設の衛生管理を行うために、飲食店などに設置が義務付けられ

ている責任者のことです。調理師などの有資格者や所定の講習会を

受講した方がなることができます。 

食品衛生法 飲食による衛生上の危害が発生することを防止し、国民の健康を

保護することを目的とした法律です。食品の安全性を確保するた

め、「食品等事業者の責務」、「食品等を取扱うための原則」、「食品や

添加物等の基準」、「違反食品・食中毒の発生時の措置や処分」など

を規定しています。 

食品等の規格又は基準 食品衛生法に基づき、厚生労働大臣が定めた食品、添加物などの

成分、製造方法、保存方法、使用方法などの規格や基準です。 

食品表示基準 品名、製造者の氏名、製造所所在地、賞味期限又は消費期限、使

用添加物、アレルゲン等、食品表示法で、全ての加工食品に共通し

て表示しなければならない事項や特定の食品に表示しなければなら

ない事項が義務づけられています。 
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食品表示法 一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護・増

進、食品の生産・流通の円滑化などに寄与することを目的とした法

律です。 

た行 

と畜場法 食用となる獣畜の適正な処理を確保することを目的とした法律で

す。なお、「と畜場」とは、食用に供する目的で牛、馬、豚、めん羊

及び山羊をとさつし、又は解体するために設置された施設のことを

いいます。 

は行 

ハイリスク食品提供施設 ふぐ処理施設、未加熱や加熱不十分の食肉を提供する施設（焼鳥

店、焼肉店等）など、消費者がそのまま喫食することにより、病原

微生物の汚染などを原因として人の健康を損なう可能性が高い食品

を取り扱う施設のことをいいます。 

ＨＡＣＣＰ 原材料の受入から最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染

や異物の混入などの危害を予測した上で、危害の防止につながる特

に重要な工程を連続的・継続的に監視し、記録することにより、製

品の安全性を確保する衛生管理手法のことです。 

ＨＡＣＣＰとは、Hazard Analysis and Critical Control Point

（危害分析･重要管理点）の略称です。 

ら行 

リコール（自主回収）  事業者が生産、製造、輸入、加工又は販売した食品等について、事

業者が自ら食品衛生法等の違反や健康への悪影響のおそれに気づき、

自らの判断で回収を決定、実施することです。 

リスク管理 リスク評価の結果を考慮して、すべての関係者と協議しながら、

リスク低減のための施策・措置について技術的な可能性、費用対効

果などを検討し、適切な施策・措置を決定、実施することです。 

リスクとは、食品中に存在する危害要因（健康に悪影響を及ぼす

おそれのある生物学的、化学的又は物理学的な物質・要因）により

生じる健康への悪影響が発生する確率とその影響の程度を意味しま

す。 

リスクコミュニケーション 食品の安全性確保に関する情報を公開し、市民、食品等事業者、

学識経験者及び行政担当者が、食に関するリスクを認識、分析する

過程において得られた情報及び意見を相互に交換し、双方向の対話

を図ろうとするものです。これにより、地域の市民や食品等事業者

を含む住民の意見を、食品衛生に関する施策に反映していきます。 

リスク評価 食品中に含まれる危害要因を摂取することによって、どれくらい

の確率で、どの程度の健康への悪影響が起きるのかを科学的に評価

することです。 
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令和７年度 呉 市 食 品 衛 生 監 視 指 導 計 画 の 概 要 （案）

主要な監視指導内容

〇範囲…呉市内

〇期間…令和７年４月１日～令和８年３月３１日まで

監視指導計画の範囲及び期間

〇年間立入目標件数…２，８００施設

〇年間検査目標件数…４００件（うち輸入食品を２０件とする）

監視指導目標

この監視指導計画に従って食品衛生関係施設の監視指導，市

民等への啓発活動などの食品衛生に係る施策を実施して，食品

の安全性確保と飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止す

る。

基本方針

違反内容に応じて関係施設に対する営業禁止や回収命令等の行政処分により，速やかに違反食

品を排除するとともに，違反原因の究明と再発防止対策を指導する。なお，違反が管外の食品等

事業者である場合は，直ちに関係行政機関へ通報し，対応を依頼する。

食品衛生法の一部改正により，平成３１年４月に中国四国広域連携協議会が設置されたことを

受け，相互に連携や協力を行いながら，広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等に努める。

食中毒発生時には，「呉市食中毒対策要綱」に基づき，迅速かつ的確な調査を行う。

食品衛生法に食品等事業者の責務が明記されたことを踏まえ，食品等事業者が自主的に衛生

管理を行うことにより，消費者に安全で安心な食品を提供できる体制づくりを推進するための支

援を行う。

１ ＨＡＣＣＰ制度化（義務化）に対応した自主衛生管理体制の整備支援

２ 危機管理体制（食中毒等の健康被害への対応）の整備支援

３ 食品表示法，その他関係法令等に基づく食品の適正表示の周知と作成支援

消費者，食品等事業者，行政担当者などの食に関わる者の相互理解や信頼を構築するために，

食の安全と安心に関する情報と意見を交換する場を設ける。

食品衛生法第２条第１項の規定に基づき，食品衛生の向上に関わる人材の養成及び資質の向上

を図るための取り組みを実施する。

違反等を発見した場合の対応

広域的な食中毒事案への対策強化

食品等事業者の自主的衛生管理の推進

関係者相互の情報及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施

食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上

１ 食中毒予防対策

アニサキス・カンピロバクター・ノロウイルスを重点におい

た対策

２ 食品別重点監視指導

広域かつ大量に流通する食品を重点においた対策

３ 重点監視指導

食品供給工程（フードチェーン）の各段階における監視指導

の実施
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２０２５年度（令和７年度）福山市食品衛生監視指導計画の概要 

 

 

 

第１ 基本方針 

（目的）この福山市食品衛生監視指導計画（以下「監視指導計画」という。）は、「食

品衛生法」（以下「法」という。）に基づき、２０２５年度（令和７年度）に福山市が実施

する食品衛生対策について策定したものであり、この監視指導計画に従い監視指導

を実施することにより“市民の食に対する安全・安心”を確保していきます。 

 

第２ 監視指導計画の範囲 

福山市内 

 

第３ 監視指導計画の期間 

２０２５年（令和７年）４月１日から２０２６年（令和８年）３月３１日まで 

 

第４ 監視指導の実施体制 

１ 監視指導体制 

 

２ 試験検査実施機関の体制の整備 

保健所試験検査課及び食肉衛生検査所は、それぞれの役割分担を踏まえ、定期

的な内部点検の実施、外部精度管理等を行い、検査における信頼性の確保を図り

ます。また、必要な検査機器・試薬を整備することにより、新たな検査方法や検査対

象物質にも対応できるようにするとともに、検査担当者の研修の実施・受講により、検

査技術の向上を図ります。 

  

・ と畜場及び食鳥処理場の監 視指導 

・ と畜検査 

・ 残留動物用医薬品検 査 等 

監

視

検

査

・ 食中毒検査  

・ 残留農薬･動物用医薬品検 査 

・ 食品･食品添加物等規格基 準検査 等 

検

査

・ 食 品 関 係 施 設 の監 視 指 導 及 び食 品 等

の収去 

・ 違反食品、食中毒等の調査  

・ 食品関係施設における自主 管理推進  

・ 衛生講習会の実施  

・ 市民及び食品等事業者への情報提供  

保健所生活衛生課 

監

視 

福 山 市 

保健所試験検査課 

食肉衛生検査所 
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走島

国道182号

国道2号

国道486号

国道313号

神石高原町

府中市

笠岡市

尾道市

山陽自動車道

井原市

ＪＲ
福山駅

福山東ＩＣ
福山西ＩＣ

◎ ●

福山市役所
本庁舎

福山市保健所
（生活衛生課・試験検査課）

●

福山市食肉衛生検査所

福山市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 関係機関との連携 

（１）国及び他自治体との連携 

（２）農林水産等関係機関との連携 

広島県食品安全対策行政連絡会議、広島県食品表示対策連絡会、広島県輸入

食品衛生対策協議会、東部地域食品表示対策連絡会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中 国 四 国 農 政 局 

広島県農林水産局 

農林水産部門 

 
厚 生 労 働 省 

（中 国 四 国 厚 生 局 ） 

（ 広 島 検 疫 所 ） 

消 費 者 庁 

都道府県等他自治体 

食品衛生担当部局 

食品衛生部門 

福 山 市 

保健所生活衛生課 

保健所試験検査課 

食 肉 衛 生 検 査 所 

そ の 他 関 係 部 署 

連携 

情報交換 
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第５ 主要な監視指導内容 

次の事項について重点的に監視指導を実施します。 

１ 共通項目 

２ 個別項目 

（１）提供食数が多い集団給食施設や弁当製造施設、食肉等の取扱施設の重点監視

を行います。 

（２）食品等事業者に対し、HACCP に沿った衛生管理について、指導や助言を行います。 

（３）広域流通食品等事業者における原材料の使用状況、期限表示の設定状況及びそ

の記録の作成・保存状況を確認します。 

（４）市民の安全・安心確保のための野菜・果実等の残留農薬等のスクリーニング検査

を実施します。 

（５）飲食店等に対する周知啓発や監視指導により、ノロウイルスやカンピロバクター等

による食中毒の予防対策を行います。 

 

第６ 監視指導計画 

１ 立入検査 

（１）年間立入目標回数 

別表１を基準に、施設等の衛生状 態、使用原材料 ・製 品のリスク等を勘案し、施

設毎に年間の監視件数を設定します。 

 

 

 

 

 

 

対象施設 項 目 内 容 

食品関係施設 

（給食施設を含む。） 

 

○法令等に基づく施設基準、規

格 基 準 、食 品 表 示 基 準 、管

理 運 営 基 準 等 についての適

合及びその遵守状況 

○一般的衛生管理事項の実施

状況 

○HACCP に沿った衛生管理の

取組状況 

・施設基準の適合性 

・使用原材料の点検 

・添加物の適正使用 

・微生物汚染防止対策 

・異物混入防止対策 

・温度管理の徹底 

・ 適 正 な 食 品 表 示 の 徹 底

（添加物、アレルゲン等） 

・製 造 ・加 工 等 記 録 の作 成

及び保存 

・自主検査の徹底 

・収去検査の実施 

・衛 生 管 理 計 画 、手 引 書 の

作成及び記録の保存 

と畜場及び食鳥処理場 

○法 令 等 に基 づく構 造 設 備 基

準 、衛 生 管 理 の基 準 等 につ

いての適 合 及 びその遵 守 状

況 

○一般的衛生管理事項の実施

状況 

○HACCP に沿った衛生管理の

取組状況 
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（２）一斉監視 

 項 目 期 間 

国の通知 

に基づく 

食品等の夏期一斉監視 7 月 1 日～ ７月 31 日 

食品等の年末一斉監視 12 月 1 日～12 月 28 日 

県独自の制度

に基づく 

広島県夏の食中毒予防期間 6 月～9 月 

広島県食品表示適正化推進月間 12 月 

その他 
春秋の行楽シーズン、敬老会等の行事の際に食品関係施設の一斉

監視を実施します。 

 

２ 食品等の検査 

収去検査にあたっては、管内において生産、製造、加工及び販売される食品等か

ら選定します。また、輸入食品による健康被害、法令違反等の事例を受け、輸入食

品の検査について強化に努めます（別表２）。 

 

第７ 違反を発見した場合の対応 

違反食品の回収、廃棄等の行政指導及 び処分を行い、製造 所等が他の都道府

県等にある場合には、当該自治体へ通知するとともに、危害発生のおそれが高い場

合など、市民への注意を促す等必要があると判断した場合には、報道機関等を通じ

て公表を行います。 

 

第８ 食中毒等健康被害発生時の対応 

１ 食中毒発生時の対応 

食中毒発生時には、迅速かつ的確な調査を行い、事故の拡大を防止し、その原因

究明等を行うとともに、原則として、報道機関等を通じて公表を行います。 

２ 食品等事業者からの報告時の対応 

食品等事業者が、食品の自主回収や消費者 からの健康被 害及び法に違反する

食品等に関する情報について報告を受けた時には、早期の危害把握に努めます。 

３ 指定成分等を含む食品等による健康被害発生時の対応 

指定成分等を含む食品等を取り扱う営業者から法第８条第１項の規定に基づく届

出があった場合は、関係者と連携して対応します。 

 

第９ 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進 

食品等事業者に対し、HACCP に沿った衛生管理のさらなる定着・推進に向けて、

監視時、講習会等で指導や助言を行います。また必要に応じて関係機関とも連携を

図りながら支援を行います。 
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第 10 関係者相互の情報及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

１ 市民との情報及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

講習会等の機会を通じ、ノロウイルス、カンピロバクター、及び腸管出血性大腸菌

等の食中毒発生予防のため、食品の取扱いや手洗いの重要性等について意見の交

換や周知啓発の実施に努めます。 

２ 監視指導計画策定に係る意見交換及び実施状況の公表 

本監視指導計画策定における意見募集、実施状況等の公表及び意見交換の促

進を図ります。 

３ 市民への食品による危害発生防止のための情報提供 

食品の安全に関する事項について市ホームページ、広報等を通じて情報提供を行

います。 

ふぐ等の衛生上の知識を要する食材について自家調理を控えるよう周知徹底を図

ります。 

 

第 11 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上 

次に掲げる人材の養成及び資質の向上を図る取組みを実施します。 

１ 食品衛生監視員、と畜検査員及び食鳥検査員の資質向上 

２ 食品衛生責任者等の食品等事業者の自主管理を担う者の資質の向上 
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別表１ 立入検査計画 

年間立入回数 対象施設等 

４回 
広域流通食品、大量製造食品等の製造施設 

大量調理施設 

２回 
規格基準のある食品の製造施設 

日配食品（めん類、豆腐、そうざい等）の製造施設 

１回 飲食店、旅館（大量調理施設以外） 

２年に１回 上記以外の許可を要する食品の製造施設 

５年に１回 

集団給食施設（学校、病院、社会福祉施設等） 

届出を要する食品製造業、食品販売業等 

食肉、魚介類等の販売業 

年間立入目標件数   ６，５００件 

 
 
 

別表２ 食品等の検査計画 

検査項目 主な対象食品 

食品添加物等（着色料、保存料等） 
魚 肉ねり製 品 、食肉 製 品 、清 涼 飲料 水 、魚介 乾 製

品、煮豆・つくだ煮、生めん類、みそ・しょう油等 

細 菌 （一 般 細 菌 、大 腸 菌 、食 中 毒 菌

等） 

そうざい、生食用鮮魚介類、魚肉ねり製品、食肉製

品、牛乳・乳製品、清涼飲料水、生めん類、洋生菓

子等 

生 かき成 分 規 格 （細 菌 数 、大 腸 菌 、

腸炎ビブリオ等） 
生食用かき、加熱調理用かき 

残留農薬 野菜、果実 

動物用医薬品（抗生物質等） 食肉 

アレルゲンを含む食品検査 各種食品 

年間検査目標件数   ８００検体（輸入食品４０検体を含む） 
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